
 

神戸市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）に

基づき、教育・保育施設の設置者、園長（以下「設置者等」という。）が、実施要綱に定める教育・

保育給付認定保護者および施設等利用給付認定保護者が負担する実費徴収額を減免する場合、減

免額に相当する補助金（以下「補助金」という。）の交付について、神戸市補助金等の交付に関す

る規則（平成27年３月神戸市規則第38号）に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（補助金） 

第２条 市長は、実費徴収額の減免を実施した設置者等（以下「実施設置者等」という。）に対し、

別表に定める算式により算定した補助金を交付する。 

 

（補助金の申請） 

第３条 実施設置者等は、前条の補助金を受けようとするときは、「実費徴収にかかる補足給付事業

補助金交付申請書」（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、教育・保育給付認定保護者が実施要綱第３条の規定に該当する時期、その他を勘案して、

同一年度に複数回、前項の申請を受けることができる。 

 

（補助金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付額

を決定し、「実費徴収にかかる補足給付事業補助金交付決定通知書」（様式第２号）により、実施

設置者等に通知する。 

２ 市長は、補助金交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、前項の交付決定通知を行った場合、補助金申請額と交付決定金額が同額で

あるときは、会計規則第42条に規定する請求書の提出を省略し、速やかに補助金を申

請者に支払うものとする。 

 



 

（補助金の交付） 

第５条 補助金の交付は、第２条に定める方法により計算した額を交付する。 

 

（施行の細則） 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は、主管局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日より適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年７月１日より施行し、平成２８年４月１日より適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年３月31日より施行し、令和元年10月１日より適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年９月５日より施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年10月30日より施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

 



 

別表（第２条関係） 

 

実費徴収にかかる補足給付事業補助金の算定方法等 

 

１ 副食材料費 

  実施要綱第２条第２号に定める施設等利用給付認定保護者の子ども１人当たり月額4,700円 

  なお、 特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満３歳児以上の施設等

利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第７条第10項第５号の事業に該当するも

のを除く。 

  

２ 教材費・行事費等（給食費以外） 

実施要綱第２条第１号に定める教育・保育給付認定保護者の子ども１人当たり月額2,500円 

 

３ 補助額の算定 

 （１） 補助額は、上記１、２の子ども１人当たり単価を毎月の対象子ども数に乗じて得た額を加

算して算定する。 

 （２） 上記１、２の子ども1人当たり単価は上限額を定めたものであり、個々の対象子どもにつ

いて、その在籍期間につき、実際に減免した額と（１）により計算した額を比較し、そのいずれ

か低い方の年間合計額が（１）で計算した額を下回る場合は、当該年間合計額を補助額とする。

なお、この計算は１、２を個別に行うこと。 



 
 

様式第１号-１（第３条関係） 

年 月 日 

 

神 戸 市 長 宛 

 

                （申 請 者） 

                住    所  

                法  人  名 

                対象施設名 

 

 

 

神戸市実費徴収にかかる補足給付事業補助金交付申請書 

 

 

 神戸市実費徴収に係る補足給付事業補助金を受けたいので、神戸市実費徴収に係る補足給付事業

補助金交付に関する要綱第３条の規定により次のとおり申請します。    

  

      

      

１ 申請金額 
日用品、文房具等 

円 

 

 

２ 振込先口座 

金 融 機 関 名 
   銀行・信用金庫         支店 

   農協・信用組合         出張所 

預 金 種 目 １．普通 ２．当座 ３．その他（       ） 

口 座 番 号  

口座名義（カタカナ）  

 



 
 

様式第１号-２（第３条関係） 

年 月 日 

 

神 戸 市 長 宛 

 

                （申 請 者） 

                住    所  

                法  人  名 

                対象施設名 

 

神戸市実費徴収にかかる補足給付事業補助金交付申請書 

 

 神戸市実費徴収に係る補足給付事業補助金を受けたいので、神戸市実費徴収に係る補足給付事業

補助金交付に関する要綱第３条の規定により次のとおり申請します。    

       

１ 申請金額 
日用品、文房具等 

円 

 

２ 振込先口座 

本補助金の受け取りを下記の者に委任します。 

   （受任者） 

    住所    ： 

    法人または施設名： 

    氏名    ： 

    振込先口座 ： 

金 融 機 関 名 
   銀行・信用金庫         支店 

   農協・信用組合         出張所 

預 金 種 目 １．普通 ２．当座 ３．その他（       ） 

口 座 番 号  

口座名義（カタカナ）  

注)受任者の氏名と振込先の口座名義を一致させてください。 



   

                            （補助金・助成金等の交付決定等に係る通知文書

用） 

様式第２号（第４条関係） 

第 号 

 年  月  日 

様  

   

 

                        神 戸 市 長  

 

 

神戸市補足給付事業補助金交付決定通知書  

 

 

  年度神戸市実費徴収に係る補足給付事業補助金について、次のとおり交付

決定したので神戸市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付に関する要綱第４

条第１項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１．交付決定額 円 

 （内訳） 

日用品、文房具等 

   円 

 

 

２．交付条件 

  この補助金は、実費徴収の補足給付事業に充てること。  

 


